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私たちは、
子育て世帯の味方です。

20ごはんボランティア

結婚50周年を迎えるご夫婦へ結婚50周年を迎えるご夫婦へ

初夏撮影のご案内初夏撮影のご案内
～金婚式のお祝いとしてプロカメラマンによる記念写真をプレゼント～

初夏撮影申込み締め切り：7月10日（金）まで ※初夏撮影と、秋撮影があります。

※以下のすべてに該当することが必要です。

・年内に結婚50周年を迎える、または50周年を経過している（昭和51年

12月末までにご結婚・ご入籍）

・神川町に１年以上居住、撮影日に神川町に住所を有している。

・今までに本事業を利用したことがない方

撮影場所と業者を以下から選べます。

・写真館での撮影：写とる写真館（本庄市）または、かんらどう（藤岡市）

・出張での撮影（町内に限る）：Airu’s booth

①初夏撮影（6月中旬から7月）

※今回は初夏撮影のみのお申込みです。

※秋撮影（10月から11月）をご希望の方は9月頃申し込み開始となります。

受付窓口に備え付けの応募用紙または神川町社会福祉協議会ホーム

ページから印刷し、ご記入の上、下記いずれかの方法で提出。なお、応募

用紙の取り寄せが困難な場合は、神川町社協までご連絡下さい。

①〔受付窓口〕 神川町社会福祉協議会　　　神川町大字植竹900番地1

　　　　　　 神泉総合支所  　　　　　　 神川町大字下阿久原1088

②〔FAX〕0495-71-8081へ送付

※撮影した写真は、お選びいただいた1枚を四つ切サイズで額に入れてのお渡しとなります。※撮影した写真は、お選びいただいた1枚を四つ切サイズで額に入れてのお渡しとなります。

対　象

撮影業者

撮影期間

申込み

提出先

一緒に働いてくれる方を募集します。
募集人数 ： １名
雇用形態 ：非常勤
仕事内容 ：事務作業

時給1,150円
資格要件 ： 普通自動車免許を有し、PC操作（Word、Excel）ができる方
賃　　金 ：

週3日、3時間から。曜日、時間は面談時に応相談勤務時間 ：
神川町社会福祉協議会

お申込みは、採用担当までご連絡ください。
採用担当：☎0495-74-1188（田村・村山）

勤 務 地 ：

非 常 勤 職 員 募 集

問合せ　神川町社協　☎0495-74-1188



２ ３３２

4月 5月：日本赤十字社会員募集強化月間 6月
●心配ごと相談 　8日（水）
●こども食堂

●監査会　　　　　12日（火）
●心配ごと相談　　13日（水）
●理事会　　　　　22日（金）
●こども食堂

●社協だより発行　1日（月）
●心配ごと相談　 10日（水）
●定時評議員会 　17日（水）
●金婚式祝い贈呈事業（初夏撮影）
●こども食堂

●心配ごと相談 　8日（水）
●こども食堂・フードパントリー
●夏休みボランティア体験プログラム

●心配ごと相談  　12日（水）
●夏休みボランティア体験プログラム

●社協だより発行  1日（火）
●心配ごと相談  　9日（水）
●こども食堂

●心配ごと相談  　14日（水）
●こども食堂
●金婚式祝い贈呈事業（秋撮影）

●心配ごと相談  　11日（水）
●こども食堂
●ひとり暮らし高齢者ふれあいの旅

●社協だより発行  1日（火）
●心配ごと相談  　9日（水）
●こども食堂・フードパントリー

●心配ごと相談  13日（水）
●こども食堂

●心配ごと相談 　 10日（水）
●こども食堂
●雪かき道場体験
●ひとり暮らし高齢者昼食会

●社協だより発行  1日（月）
●心配ごと相談   10日（水）
●こども食堂・フードパントリー
●理事会・評議員会

7月 8月：社協会員募集強化月間 9月

10月：赤い羽根共同募金 11月 12月：地域歳末たすけあい募金

1月 2月 3月

収入の部  （単位：千円）

科　　目 予算額

合　　　計 81,514

支出の部  （単位：千円）

その他、随時イベントがあります。LINEやチラシなどでお知らせします。

令和8年度 事業計画（年間予定）事業計画（年間予定） 在宅福祉サービス事業在宅福祉サービス事業

通年事業通年事業（年間を通して行っている事業）（年間を通して行っている事業）

令和8年度 予　　算予　　算

介護保険事業

障害福祉サービス事業

居宅介護支援事業（ケアプランセンター）

訪問介護事業（訪問介護ステーション）

居宅介護事業（訪問介護ステーション）

【生活に困りごとを抱えた人への支援】 【ボランティア関連事業】

【広報活動】

●地域支え合い推進事業
●日常生活自立支援事業
●生活困窮者自立支援事業
●食料支援事業
●彩の国あんしんセーフティネット事業
●生活福祉資金貸付事業
●神川町福祉資金貸付事業
●リユース事業

●ボランティアセンター運営事業
　活動に関わる相談・調整、保険の手続き
●福祉教育の推進
●貸出事業
　福祉車両、車いす、レクリエーショングッズ等

●ホームページの運営・LINE
●Instagram・Facebook

ともに生きる豊かな地域社会を目指します。
地域の住民がともに働き、誰もが社会から孤立せずに、その人らしい生活を送ることが出来る社会の実現に向けて、
住民のニーズに基づき、地域住民や民生・児童委員、ボランティア団体、行政機関などと連携し、事業を進めて参ります。

※予定は変更になる場合があります。 ●介護保険の利用を希望される方の申請代行を行い、利用者様の日常生活を営むために必要な居宅サービ
ス計画（ケアプラン）を作成します。また、介護に関する様々な相談に応じ、安心して日常生活が送れるよう
にお手伝いさせていただきます。

●要介護・要支援状態になり、介護を必要とする利用者様のご自宅に、訪問介護員が訪問し、日常生活を営む
ことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行います。

●障害者（児）の家庭にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事などの介護や洗濯、掃除などの家事サービ
スを行うホームヘルプサービスを実施します。

会 費 収 入

寄 附 金 収 入

経 常 経 費 補 助 金 収 入

受 託 金 収 入

貸 付 事 業 収 入

事 業 収 入

介 護 保 険 事 業 収 入

障害福祉サービス等事業収入

受 取 利 息 配 当 金 収 入

そ の 他 の 収 入

基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入

繰 入 金 収 入

前 期 未 支 払 資 金 残 高

1,590

211

35,657

2,105

200

252

16,273

4,087

53

156

2,800

3,930

14,200

科　　目 予算額

合　　　計 81,514

32,174

2,061

1,608

2,096

591

5,166

13,771

3,266

200

6,300

230

14,051

0

法 人 運 営 事 業

地 域 福 祉 活 動 事 業

ボランティアセンター事業

共 同 募 金 配 分 金 事 業

生活福祉資金・福祉資金貸付事業

居 宅 介 護 事 業

訪 問 介 護 事 業

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業

法 人 後 見 事 業

そ の 他 の 活 動 支 出

予 備 費

当 期 末 支 払 資 金 残 高

施 設 整 備 支 出



２ ３３２

4月 5月：日本赤十字社会員募集強化月間 6月
●心配ごと相談 　8日（水）
●こども食堂

●監査会　　　　　12日（火）
●心配ごと相談　　13日（水）
●理事会　　　　　22日（金）
●こども食堂

●社協だより発行　1日（月）
●心配ごと相談　 10日（水）
●定時評議員会 　17日（水）
●金婚式祝い贈呈事業（初夏撮影）
●こども食堂

●心配ごと相談 　8日（水）
●こども食堂・フードパントリー
●夏休みボランティア体験プログラム

●心配ごと相談  　12日（水）
●夏休みボランティア体験プログラム

●社協だより発行  1日（火）
●心配ごと相談  　9日（水）
●こども食堂

●心配ごと相談  　14日（水）
●こども食堂
●金婚式祝い贈呈事業（秋撮影）

●心配ごと相談  　11日（水）
●こども食堂
●ひとり暮らし高齢者ふれあいの旅

●社協だより発行  1日（火）
●心配ごと相談  　9日（水）
●こども食堂・フードパントリー

●心配ごと相談  13日（水）
●こども食堂

●心配ごと相談 　 10日（水）
●こども食堂
●雪かき道場体験
●ひとり暮らし高齢者昼食会

●社協だより発行  1日（月）
●心配ごと相談   10日（水）
●こども食堂・フードパントリー
●理事会・評議員会

7月 8月：社協会員募集強化月間 9月

10月：赤い羽根共同募金 11月 12月：地域歳末たすけあい募金

1月 2月 3月

収入の部  （単位：千円）

科　　目 予算額

合　　　計 81,514

支出の部  （単位：千円）

その他、随時イベントがあります。LINEやチラシなどでお知らせします。

令和8年度 事業計画（年間予定）事業計画（年間予定） 在宅福祉サービス事業在宅福祉サービス事業

通年事業通年事業（年間を通して行っている事業）（年間を通して行っている事業）

令和8年度 予　　算予　　算

介護保険事業

障害福祉サービス事業

居宅介護支援事業（ケアプランセンター）

訪問介護事業（訪問介護ステーション）

居宅介護事業（訪問介護ステーション）

【生活に困りごとを抱えた人への支援】 【ボランティア関連事業】

【広報活動】

●地域支え合い推進事業
●日常生活自立支援事業
●生活困窮者自立支援事業
●食料支援事業
●彩の国あんしんセーフティネット事業
●生活福祉資金貸付事業
●神川町福祉資金貸付事業
●リユース事業

●ボランティアセンター運営事業
　活動に関わる相談・調整、保険の手続き
●福祉教育の推進
●貸出事業
　福祉車両、車いす、レクリエーショングッズ等

●ホームページの運営・LINE
●Instagram・Facebook

ともに生きる豊かな地域社会を目指します。
地域の住民がともに働き、誰もが社会から孤立せずに、その人らしい生活を送ることが出来る社会の実現に向けて、
住民のニーズに基づき、地域住民や民生・児童委員、ボランティア団体、行政機関などと連携し、事業を進めて参ります。

※予定は変更になる場合があります。 ●介護保険の利用を希望される方の申請代行を行い、利用者様の日常生活を営むために必要な居宅サービ
ス計画（ケアプラン）を作成します。また、介護に関する様々な相談に応じ、安心して日常生活が送れるよう
にお手伝いさせていただきます。

●要介護・要支援状態になり、介護を必要とする利用者様のご自宅に、訪問介護員が訪問し、日常生活を営む
ことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行います。

●障害者（児）の家庭にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事などの介護や洗濯、掃除などの家事サービ
スを行うホームヘルプサービスを実施します。

会 費 収 入

寄 附 金 収 入

経 常 経 費 補 助 金 収 入

受 託 金 収 入

貸 付 事 業 収 入

事 業 収 入

介 護 保 険 事 業 収 入

障害福祉サービス等事業収入

受 取 利 息 配 当 金 収 入

そ の 他 の 収 入

基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入

繰 入 金 収 入

前 期 未 支 払 資 金 残 高

1,590

211

35,657

2,105

200

252

16,273

4,087

53

156

2,800

3,930

14,200

科　　目 予算額

合　　　計 81,514

32,174

2,061

1,608

2,096

591

5,166

13,771

3,266

200

6,300

230

14,051

0

法 人 運 営 事 業

地 域 福 祉 活 動 事 業

ボランティアセンター事業

共 同 募 金 配 分 金 事 業

生活福祉資金・福祉資金貸付事業

居 宅 介 護 事 業

訪 問 介 護 事 業

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業

法 人 後 見 事 業

そ の 他 の 活 動 支 出

予 備 費

当 期 末 支 払 資 金 残 高

施 設 整 備 支 出

6 7

お困りごとご相談下さい。

生活困窮相談 心配ごと相談

●主な支援内容
・各種支援制度、相談窓口の案内
・行政、医療機関等との連絡調整、手続き支援
・家計の立て直しや債務整理等についてのサポート
・ハローワークへの同行等の就労支援　など

アスポート相談支援センター埼玉北部
開所時間：午前８時30分～午後５時
　　　　　月曜日～金曜日
電　　話：048-577-6883

（祝日・年末年始を除く）
  

住　　所：大里郡寄居町大字保田原301
　　　　　（寄居町社会福祉協議会内）

相談先に悩んだときは
まず最初に心配ごと相談で相談してみませんか。

予約優先となっていますので、ご予約の上お越
し下さい。
予 約 先：神川町社会福祉協議会
電　　話：0495-74-1188
受付時間：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

ボランティアセンターとは…
地域住民とボランティア活動をつなぐところです。
センターで取り組んでいる活動は下のような内容です。

失業、借金、病気などさまざまな問題で生活に困って
いる方、ひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
専門の相談支援員が生活の困りごとを一緒に考え、
解決に向けてサポートします。

毎月第2水曜日、13時30分から15時最終受付とし
て就業改善センターにて相談所を開設しています。
相談には、民生・児童委員として地域で活動されてい
る、経験が豊富な相談員が対応しています。
行政相談、人権相談も同時開催です。

夢への挑戦応援し続けます！ ～教育支援資金貸付のお知らせ～夢への挑戦応援し続けます！ ～教育支援資金貸付のお知らせ～

世帯の収入が一定の基準に当てはまる世帯の学生に対し、教育支援資金貸付（無利子）を実施しています。
【対象世帯】世帯の収入が一定の基準に当てはまる世帯　※地域・家族構成等で基準が異なります。
【対象となる学校と貸付金額】

【返済期間】20年以内
【相談・申込窓口】神川町社会福祉協議会
【実施主体】埼玉県社会福祉協議会
～利用にあたっての留意点～
①修学する本人が申込者、世帯の生計中心者が連帯借受人となります。
②本貸付より優先してご利用いただく奨学金（他制度）があります。
③受験する学校が決まっていれば、入学（合格発表）前でも申込みができます。
④申込みは1年ごとです。
⑤貸付には審査があります。

高校

短大・専門学校

大学

35,000/月

60,000/月

65,000/月

500,000円
※入学時のみ

入学金・
制服代・
教科書代等

授業料・
通学定期代

教育支援費

貸付上限額・主な使途

就学支度費

ボランティアセンター
のご紹介

①相談
ボランティア活動をして
みたい人、ボランティア
に来てほしい人など、ボ
ランティアに関する相談
対応をしています。

②企画
ボランティアに関する研
修、イベントの企画・開
催をしています。

④そなえ
ボランティア活動中の事
故などに備えた保険加
入の手続き、災害時に災
害ボランティアセンター
を運営できるように訓練
や研修を行っています。

寄付をいただきました
4月26日（日）に神川町多目的交流施設において開催された、
第2回KAMIKAWA MOTOR HISTORYのイベント会場
において、募金とペットボトルキャップの回収を行っていただ
き、神川町社協に届けてくれました（下の写真）。

募金は神川町の地域福祉活動のため
に、ペットボトルキャップは海外の貧
しい国の子どものワクチン費用として
活用させていただきます。
たくさんのご寄付をありがとうござい
ました。

⑤お手伝い
助成金情報の提供、会議
室の利用調整、備品貸出、
活動資金の支援などを行
い、ボランティア活動の円
滑化を図っています。

③収集
ボランティア活動に関す
る情報を収集し、希望者
に提供します。また、寄
付金・寄付物品も集めて
います。

（例）
・ペットボトルキャップ
・プルタブ（空き缶）
・使用済み切手
・書き損じはがき

学用品の募集！！
社協では、使わなくなった
学用品をお預かりして、必
要な方への支援を行って
います。
ご家庭で不要となった学
生服（神川中）、体操着、
ジャージなどありましたら
ご協力いただけませんか？
ご不明な点は社協までお
問い合わせください。

募金額　　　　　125,852円
ペットボトルキャップ　14.14ｋg

誰に相談していいか分からない、近所のこと、地域
のことで相談したいなど



４ ５

募金・会費のお願い募金・会費のお願い募金・会費のお願い募金・会費のお願い
神川町社協は皆さまからの募金や、会費が活動の資金源となっています。
ご協力、よろしくお願いします。

強　化　月　間
募　　金　　名

１世帯当たりの金額

募金活動の目的

個人としての募金の仕方
神川町社協での活用法

5月
日本赤十字
会員増強運動

200円

〈日本赤十字社〉

災害救援活動
救急法等講習の普及
看護師養成
献血事業
赤十字ボランティア活動

特別会員2,000円～
　　　　　　受付：神川町社協

●救急法訓練、避難所運営訓練等講習の開催

●赤十字奉仕団の活動支援

　　（炊出し訓練：土砂災害訓練、コスモスまつり等）

●防災備品配備、貸出事業（炊き出し釜、カセットコンロ等）

●火災、災害時の救援物資（布団、毛布、生活用品の配布）

●生活困窮者支援（相談、食料支援等）

●ボランティア活動への支援

●町民、学校等への福祉教育支援

●ひとり暮らし高齢者交流事業

●ふれあいいきいきサロンへの助成金と活動支援

●地域支え合い事業

●子育て支援（子ども食堂、フードパントリー、リユース事業）

●福祉車両貸出

●広報啓発

●災害ボランティアセンター運営に関する整備

●受験生応援事業（中学3年生対象）

●交流事業

●障害者施設への日用品支援

●日用品支援（フードパントリー・困窮者向け食糧支援）

●災害備蓄整備事業

●ひとり暮らし高齢者交流

●食を通じた居場所づくり（子ども食堂）

 

8月
社会福祉協議会

会費

300円

〈神川町社会福祉協議会〉

神川町の皆さまが安心して暮らせる
まちづくりのために役立てます。

・法人会費1口5,000円～
・賛助会費1口1,000円～

　　　　　　　　受付：神川町社協

10月
赤い羽根共同
募金運動

350円

〈共同募金会〉

身近な地域をよくするために役立てます。
社会福祉施設の補修や備品の購入
地域から孤立をなくすための事業
ボランティア活動の支援事業
災害に備えた活動（被災者支援活動）

・学校募金（町内の学校の協力）
・職域募金（企業・施設等の協力）
・街頭募金（コスモス祭り）

12月
歳末たすけあい
募金運動

200円

〈共同募金会〉

新たな年を迎える時期に支援を必要と
する人たちが安心して暮らせるように
支援する活動です。

・篤志募金　　
・個人大口募金

　　　　　　　受付：神川町社協

20ごはん　開催中

各世帯からの募金や会費は、区長の皆さ
まに取りまとめ等、ご協力をいただいて
います。各募金で目標額を設定しておりま
すので、各行政区での予算作成の時など
に参考にして下さい。

毎月20日にボランティアさんによる、こども食堂20ごはんを開催しています。

寄付でいただいた食材を主な材料として、ボランティアさんがお弁当を作っています。

子育て世帯の皆さん、ぜひご利用ください♪

たくさんの量を作ります！

私たちがつくっています

20ごはん代表松本さん

いろいろなメニューがあります 

手作りのお弁当

就業改善センターで食べ
ていくこともできるよ

こども食堂のお申込みや開催案内はＬＩＮＥのみです！
お友達追加をして子ども食堂の情報をゲットしてください。

インスタもみてね♪

2020年、子ども食堂として始
まった20ごはん。
コロナ禍を経て、今の形となり
ました。
毎月1回、12名のメンバーが
集まり100食のお弁当を作っ
ています。
皆の笑顔と「おいしかった」と
いう声を力に頑張っています。
微力ながら、親ごさんの一助
になっていればと思います。
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お困りごとご相談下さい。

生活困窮相談 心配ごと相談

●主な支援内容
・各種支援制度、相談窓口の案内
・行政、医療機関等との連絡調整、手続き支援
・家計の立て直しや債務整理等についてのサポート
・ハローワークへの同行等の就労支援　など

アスポート相談支援センター埼玉北部
開所時間：午前８時30分～午後５時
　　　　　月曜日～金曜日
電　　話：048-577-6883

（祝日・年末年始を除く）
  

住　　所：大里郡寄居町大字保田原301
　　　　　（寄居町社会福祉協議会内）

相談先に悩んだときは
まず最初に心配ごと相談で相談してみませんか。

予約優先となっていますので、ご予約の上お越
し下さい。
予 約 先：神川町社会福祉協議会
電　　話：0495-74-1188
受付時間：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

ボランティアセンターとは…
地域住民とボランティア活動をつなぐところです。
センターで取り組んでいる活動は下のような内容です。

失業、借金、病気などさまざまな問題で生活に困って
いる方、ひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
専門の相談支援員が生活の困りごとを一緒に考え、
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て就業改善センターにて相談所を開設しています。
相談には、民生・児童委員として地域で活動されてい
る、経験が豊富な相談員が対応しています。
行政相談、人権相談も同時開催です。

夢への挑戦応援し続けます！ ～教育支援資金貸付のお知らせ～夢への挑戦応援し続けます！ ～教育支援資金貸付のお知らせ～

世帯の収入が一定の基準に当てはまる世帯の学生に対し、教育支援資金貸付（無利子）を実施しています。
【対象世帯】世帯の収入が一定の基準に当てはまる世帯　※地域・家族構成等で基準が異なります。
【対象となる学校と貸付金額】
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【相談・申込窓口】神川町社会福祉協議会
【実施主体】埼玉県社会福祉協議会
～利用にあたっての留意点～
①修学する本人が申込者、世帯の生計中心者が連帯借受人となります。
②本貸付より優先してご利用いただく奨学金（他制度）があります。
③受験する学校が決まっていれば、入学（合格発表）前でも申込みができます。
④申込みは1年ごとです。
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のご紹介
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ボランティア活動中の事
故などに備えた保険加
入の手続き、災害時に災
害ボランティアセンター
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寄付をいただきました
4月26日（日）に神川町多目的交流施設において開催された、
第2回KAMIKAWA MOTOR HISTORYのイベント会場
において、募金とペットボトルキャップの回収を行っていただ
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に、ペットボトルキャップは海外の貧
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活用させていただきます。
たくさんのご寄付をありがとうござい
ました。

⑤お手伝い
助成金情報の提供、会議
室の利用調整、備品貸出、
活動資金の支援などを行
い、ボランティア活動の円
滑化を図っています。

③収集
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る情報を収集し、希望者
に提供します。また、寄
付金・寄付物品も集めて
います。

（例）
・ペットボトルキャップ
・プルタブ（空き缶）
・使用済み切手
・書き損じはがき

学用品の募集！！
社協では、使わなくなった
学用品をお預かりして、必
要な方への支援を行って
います。
ご家庭で不要となった学
生服（神川中）、体操着、
ジャージなどありましたら
ご協力いただけませんか？
ご不明な点は社協までお
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のことで相談したいなど
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4月 5月：日本赤十字社会員募集強化月間 6月
●心配ごと相談 　8日（水）
●こども食堂

●監査会　　　　　12日（火）
●心配ごと相談　　13日（水）
●理事会　　　　　22日（金）
●こども食堂

●社協だより発行　1日（月）
●心配ごと相談　 10日（水）
●定時評議員会 　17日（水）
●金婚式祝い贈呈事業（初夏撮影）
●こども食堂

●心配ごと相談 　8日（水）
●こども食堂・フードパントリー
●夏休みボランティア体験プログラム

●心配ごと相談  　12日（水）
●夏休みボランティア体験プログラム

●社協だより発行  1日（火）
●心配ごと相談  　9日（水）
●こども食堂

●心配ごと相談  　14日（水）
●こども食堂
●金婚式祝い贈呈事業（秋撮影）

●心配ごと相談  　11日（水）
●こども食堂
●ひとり暮らし高齢者ふれあいの旅

●社協だより発行  1日（火）
●心配ごと相談  　9日（水）
●こども食堂・フードパントリー

●心配ごと相談  13日（水）
●こども食堂

●心配ごと相談 　 10日（水）
●こども食堂
●雪かき道場体験
●ひとり暮らし高齢者昼食会

●社協だより発行  1日（月）
●心配ごと相談   10日（水）
●こども食堂・フードパントリー
●理事会・評議員会

7月 8月：社協会員募集強化月間 9月

10月：赤い羽根共同募金 11月 12月：地域歳末たすけあい募金

1月 2月 3月

収入の部  （単位：千円）

科　　目 予算額

合　　　計 81,514

支出の部  （単位：千円）

その他、随時イベントがあります。LINEやチラシなどでお知らせします。

令和8年度 事業計画（年間予定）事業計画（年間予定） 在宅福祉サービス事業在宅福祉サービス事業

通年事業通年事業（年間を通して行っている事業）（年間を通して行っている事業）

令和8年度 予　　算予　　算

介護保険事業

障害福祉サービス事業

居宅介護支援事業（ケアプランセンター）

訪問介護事業（訪問介護ステーション）

居宅介護事業（訪問介護ステーション）

【生活に困りごとを抱えた人への支援】 【ボランティア関連事業】

【広報活動】

●地域支え合い推進事業
●日常生活自立支援事業
●生活困窮者自立支援事業
●食料支援事業
●彩の国あんしんセーフティネット事業
●生活福祉資金貸付事業
●神川町福祉資金貸付事業
●リユース事業

●ボランティアセンター運営事業
　活動に関わる相談・調整、保険の手続き
●福祉教育の推進
●貸出事業
　福祉車両、車いす、レクリエーショングッズ等

●ホームページの運営・LINE
●Instagram・Facebook

ともに生きる豊かな地域社会を目指します。
地域の住民がともに働き、誰もが社会から孤立せずに、その人らしい生活を送ることが出来る社会の実現に向けて、
住民のニーズに基づき、地域住民や民生・児童委員、ボランティア団体、行政機関などと連携し、事業を進めて参ります。

※予定は変更になる場合があります。 ●介護保険の利用を希望される方の申請代行を行い、利用者様の日常生活を営むために必要な居宅サービ
ス計画（ケアプラン）を作成します。また、介護に関する様々な相談に応じ、安心して日常生活が送れるよう
にお手伝いさせていただきます。

●要介護・要支援状態になり、介護を必要とする利用者様のご自宅に、訪問介護員が訪問し、日常生活を営む
ことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行います。

●障害者（児）の家庭にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事などの介護や洗濯、掃除などの家事サービ
スを行うホームヘルプサービスを実施します。

会 費 収 入

寄 附 金 収 入

経 常 経 費 補 助 金 収 入

受 託 金 収 入

貸 付 事 業 収 入

事 業 収 入

介 護 保 険 事 業 収 入

障害福祉サービス等事業収入

受 取 利 息 配 当 金 収 入

そ の 他 の 収 入

基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入

繰 入 金 収 入

前 期 未 支 払 資 金 残 高

1,590

211

35,657

2,105

200

252

16,273

4,087

53

156

2,800

3,930

14,200

科　　目 予算額

合　　　計 81,514

32,174

2,061

1,608

2,096

591

5,166

13,771

3,266

200

6,300

230

14,051

0

法 人 運 営 事 業

地 域 福 祉 活 動 事 業

ボランティアセンター事業

共 同 募 金 配 分 金 事 業

生活福祉資金・福祉資金貸付事業

居 宅 介 護 事 業

訪 問 介 護 事 業

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業

法 人 後 見 事 業

そ の 他 の 活 動 支 出

予 備 費

当 期 末 支 払 資 金 残 高

施 設 整 備 支 出
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お困りごとご相談下さい。

生活困窮相談 心配ごと相談

●主な支援内容
・各種支援制度、相談窓口の案内
・行政、医療機関等との連絡調整、手続き支援
・家計の立て直しや債務整理等についてのサポート
・ハローワークへの同行等の就労支援　など

アスポート相談支援センター埼玉北部
開所時間：午前８時30分～午後５時
　　　　　月曜日～金曜日
電　　話：048-577-6883

（祝日・年末年始を除く）
  

住　　所：大里郡寄居町大字保田原301
　　　　　（寄居町社会福祉協議会内）

相談先に悩んだときは
まず最初に心配ごと相談で相談してみませんか。

予約優先となっていますので、ご予約の上お越
し下さい。
予 約 先：神川町社会福祉協議会
電　　話：0495-74-1188
受付時間：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

ボランティアセンターとは…
地域住民とボランティア活動をつなぐところです。
センターで取り組んでいる活動は下のような内容です。

失業、借金、病気などさまざまな問題で生活に困って
いる方、ひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
専門の相談支援員が生活の困りごとを一緒に考え、
解決に向けてサポートします。

毎月第2水曜日、13時30分から15時最終受付とし
て就業改善センターにて相談所を開設しています。
相談には、民生・児童委員として地域で活動されてい
る、経験が豊富な相談員が対応しています。
行政相談、人権相談も同時開催です。

夢への挑戦応援し続けます！ ～教育支援資金貸付のお知らせ～夢への挑戦応援し続けます！ ～教育支援資金貸付のお知らせ～

世帯の収入が一定の基準に当てはまる世帯の学生に対し、教育支援資金貸付（無利子）を実施しています。
【対象世帯】世帯の収入が一定の基準に当てはまる世帯　※地域・家族構成等で基準が異なります。
【対象となる学校と貸付金額】

【返済期間】20年以内
【相談・申込窓口】神川町社会福祉協議会
【実施主体】埼玉県社会福祉協議会
～利用にあたっての留意点～
①修学する本人が申込者、世帯の生計中心者が連帯借受人となります。
②本貸付より優先してご利用いただく奨学金（他制度）があります。
③受験する学校が決まっていれば、入学（合格発表）前でも申込みができます。
④申込みは1年ごとです。
⑤貸付には審査があります。

高校

短大・専門学校

大学

35,000/月

60,000/月

65,000/月

500,000円
※入学時のみ

入学金・
制服代・
教科書代等

授業料・
通学定期代

教育支援費

貸付上限額・主な使途

就学支度費

ボランティアセンター
のご紹介

①相談
ボランティア活動をして
みたい人、ボランティア
に来てほしい人など、ボ
ランティアに関する相談
対応をしています。

②企画
ボランティアに関する研
修、イベントの企画・開
催をしています。

④そなえ
ボランティア活動中の事
故などに備えた保険加
入の手続き、災害時に災
害ボランティアセンター
を運営できるように訓練
や研修を行っています。

寄付をいただきました
4月26日（日）に神川町多目的交流施設において開催された、
第2回KAMIKAWA MOTOR HISTORYのイベント会場
において、募金とペットボトルキャップの回収を行っていただ
き、神川町社協に届けてくれました（下の写真）。

募金は神川町の地域福祉活動のため
に、ペットボトルキャップは海外の貧
しい国の子どものワクチン費用として
活用させていただきます。
たくさんのご寄付をありがとうござい
ました。

⑤お手伝い
助成金情報の提供、会議
室の利用調整、備品貸出、
活動資金の支援などを行
い、ボランティア活動の円
滑化を図っています。

③収集
ボランティア活動に関す
る情報を収集し、希望者
に提供します。また、寄
付金・寄付物品も集めて
います。

（例）
・ペットボトルキャップ
・プルタブ（空き缶）
・使用済み切手
・書き損じはがき

学用品の募集！！
社協では、使わなくなった
学用品をお預かりして、必
要な方への支援を行って
います。
ご家庭で不要となった学
生服（神川中）、体操着、
ジャージなどありましたら
ご協力いただけませんか？
ご不明な点は社協までお
問い合わせください。

募金額　　　　　125,852円
ペットボトルキャップ　14.14ｋg

誰に相談していいか分からない、近所のこと、地域
のことで相談したいなど
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私たちは、
子育て世帯の味方です。

20ごはんボランティア

結婚50周年を迎えるご夫婦へ結婚50周年を迎えるご夫婦へ

初夏撮影のご案内初夏撮影のご案内
～金婚式のお祝いとしてプロカメラマンによる記念写真をプレゼント～

初夏撮影申込み締め切り：7月10日（金）まで ※初夏撮影と、秋撮影があります。

※以下のすべてに該当することが必要です。

・年内に結婚50周年を迎える、または50周年を経過している（昭和51年

12月末までにご結婚・ご入籍）

・神川町に１年以上居住、撮影日に神川町に住所を有している。

・今までに本事業を利用したことがない方

撮影場所と業者を以下から選べます。

・写真館での撮影：写とる写真館（本庄市）または、かんらどう（藤岡市）

・出張での撮影（町内に限る）：Airu’s booth

①初夏撮影（6月中旬から7月）

※今回は初夏撮影のみのお申込みです。

※秋撮影（10月から11月）をご希望の方は9月頃申し込み開始となります。

受付窓口に備え付けの応募用紙または神川町社会福祉協議会ホーム

ページから印刷し、ご記入の上、下記いずれかの方法で提出。なお、応募

用紙の取り寄せが困難な場合は、神川町社協までご連絡下さい。

①〔受付窓口〕 神川町社会福祉協議会　　　神川町大字植竹900番地1

　　　　　　 神泉総合支所  　　　　　　 神川町大字下阿久原1088

②〔FAX〕0495-71-8081へ送付

※撮影した写真は、お選びいただいた1枚を四つ切サイズで額に入れてのお渡しとなります。※撮影した写真は、お選びいただいた1枚を四つ切サイズで額に入れてのお渡しとなります。

対　象

撮影業者

撮影期間

申込み

提出先

一緒に働いてくれる方を募集します。
募集人数 ： １名
雇用形態 ：非常勤
仕事内容 ：事務作業

時給1,150円
資格要件 ： 普通自動車免許を有し、PC操作（Word、Excel）ができる方
賃　　金 ：

週3日、3時間から。曜日、時間は面談時に応相談勤務時間 ：
神川町社会福祉協議会

お申込みは、採用担当までご連絡ください。
採用担当：☎0495-74-1188（田村・村山）

勤 務 地 ：

非 常 勤 職 員 募 集

問合せ　神川町社協　☎0495-74-1188




